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兵庫県警察本部

大規模イベント成功の秘訣は官民連携のテロ対策！！
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小型無人機（ドローン）の規制に関する周知ポスターの配布

○ 警察庁と国土交通省は連名で、小型
無人機（ドローン）の規制に関する周知
ポスターを作成し、全国警察に配布され
ました。

○ ドローンは汎用性が高く、高所からの
空撮や過疎地への物資搬送等、様用な
用途で活用が期待されていますが、その
反面、故意・過失を問わず、使用方法に
よっては航空機の運航に大きな支障を
及ぼしたり、落下すれば通行人等を負傷
させることがあります。
その他、海外ではドローンを使用した

犯罪や迷惑行為も発生しています。

○ ドローンの適正利用に向けて、広く
・ ドローンを飛行させる場合に
は原則として国土交通大臣の
許可が必要である
・ ドローン飛行の方法、遵守
事項、法律により飛行させては
いけない場所がある

ことを周知するため、テロ対策兵庫パート
ナーシップ推進会議参画の皆様方にも
御協力をいただき、添付ポスターデータ
を印字の上、各事業所への掲示や傘下
機関、団体等にも配布をお願います。

○ 令和２年以降、「オリンピック・パラリンピック競技大会」が全国で開催される他、兵庫県では、
2021年には「ワールドマスターズゲームズ2021関西」（5/14～5/30）、「神戸2021世界パラ陸上
競技選手権大会」（9/17～9/26）が開催され、これらの開催に伴う警備を予定しています。

○ これらイベントの警備には、皆様の御協力が必要不可欠ですので、不正・不法なドローンの利用
抑制を始め、各種警備諸対策に御協力を頂きますよう、お願い申し上げます


